
～ ＳＩＥＦ、ＳＶＨＣ及び欧州競争法への対応と戦略 ～

２００９年２月２６日 １３ ００ １６ ５０ 全日通霞が関ビル会議室にて開催

東
京２００９年２月２６日 １３：００～１６：５０ 全日通霞が関ビル会議室にて開催

＜ 開 催 主 旨 ＞
REACH規則の実質的なスタートであった予備登録が終了し、今後はSIEF（物質情報交換フォーラム）において、ヒト健康へ
の有害性や環境影響に関するデータを共有しながら、その物質に係る安全性の議論を行うという重要な活動が開始され
ます。また、昨年10月下旬にSVHC（認可対象候補物質）の一部が公表されたことを契機に、届出に対する準備も進めて
いく必要があります。さらには、REACH規則で求められるデータや情報を入手、共有するにあたり、欧州競争法も念頭に
置きながら適切に対応しなければなりません

京

プログラム

置きながら適切に対応しなければなりません。
本セミナーではこれらの側面でみたREACH規則の最新状況と対応方法のポイント及び欧州競争法への対応と留意す
べき事項について、それぞれ欧州において代理人業務や法律対応を行っている第一人者のお二人に講演して頂きます。
企業の事業部門、環境管理部門、企画部門、法務部門など、REACH規則への戦略的対応が求められる全ての方々に
とって、今後のREACHへの対応に向けた具体的指針を得るための絶好の機会として、本セミナーを是非ご活用下さい。

13:00 開 会 挨 拶
13:10～14:20 Andrew Fasey氏講演

－ How to operate effectively and efficiently in SIEFs.－
－ SVHC ： Implications under REACH－

14:20～15:20 Nicola Clark 氏講演
－ REACH and competition law－

15:20～15:35 休 憩15:20 15:35 休 憩
15:35～15:55 生沼 寿彦氏講演

－RAECH規則への対応による日本国内法の注意点－
15:55～16:00 準 備
16:00～16:45 質 疑 応 答
16:45 閉 会 挨 拶

※なお 予告なく講師および講演内容が変更されることがありますが何卒ご了承ください

※英語での講演には、日本語による補足説明がつきます。 （テキストには日本語訳がついています。）

講師プロフィール

Andrew Fasey
REACH起草者の一人。現在はTRC 代表として、唯一の代理人登録実務に携わる。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
・1987年8月～1994年9月
環境省安全衛生庁（HSE）英仏海峡トンネルの建設と運営政策、健康・安全性研修戦略、国際化学物質規制政策
・1994年9月～1997年4月
国際化学物質リスク規制欧州委員会 環境総局（DGXI）E2部会（化学とバイオテクノロジー）英国代表委員

※なお、予告なく講師および講演内容が変更されることがありますが何卒ご了承ください。

国際化学物質リスク規制欧州委員会 環境総局（DGXI）E2部会（化学とバイオテクノロジ ）英国代表委員
・1997年4月～1999年5月
環境省安全衛生庁（HSE）化学物質リスク規制問題プロジェクトマネージャー
・1999年5月～1999年9月
文化・メディア・スポーツ省（DCMS）国際部局
・1999年9月～2001年9月
環境安全衛生庁（HSE）化学政策部門化学品供給管理部局国際規格部長
・2001年9月～2004年9月
欧州委員会 企業総局（ENTR）REACH部局主席行政監理官
・2004年10月～現在
The REACH Centre Ltd.（TRC） 代表※ ／ Protection Through Knowledge Ltd.  代表取締役

Ni l Cl k

※TRC社は、JEMAIが連携する
唯一の代理人です。

Nicola Clark
事務弁護士（Solicitor ）。 Hammonds LLP シニア・アソシエイト。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EU Commission、Slaughter and Mayでの経験、Freshfields Bruckhaus Deringerでの
反トラスト法に関する３年の業務経験を経て現在Hammonds LLP シニア・アソシエイト。
Corporate Strategy & Finance(EU & Competition and Trade)チーム在籍。
イギリスの企業に対して商業取引における競争法に関するアドバイスを数多く行い、
競争法コンプライアンスプログラムを考案し実行。
また、REACH規則における競争法やOFT（英公正取引庁）によるカルテル調査の
アドバイスなどの経験を持つ。
１９９９年College of Law, London 卒業。英語、フランス語およびドイツ語に堪能。

生沼 寿彦 （おいぬま としひこ）
弁護士 ・ 弁理士 ・ ニューヨーク州弁護士
------------------------------------------------------------
１９９２年 大阪市立大学法学部卒業
１９９４年 司法修習修了（第４６期）、弁護士登録（大阪弁護士会）
２０００年 ノースウェスタン大学ロースクール（米国イリノイ州）修了（LLM) 
２００１年 ニューヨーク州弁護士登録
２０００年９月～２００１年８月 ﾚｲｻﾑ ｱﾝﾄﾞ ﾜﾄｷﾝｽ法律事務所（ﾆｭｰﾖｰｸ）勤務
２００２年 弁護士法人北浜パートナーズ社員弁護士
２００３年９月 弁理士登録
２００５年４月 立命館大学大学院 MOT 研究科 教授



※下記「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込下さい（03‐5209‐7706）

開催日時： ２００９年 ２月２６日（木） １３：００～１６：５０
開催場所：全日通霞が関ビル８階大会議室
定 員 ： ２００名 （定員に達し次第、締め切らせて頂きます。）
参 加 費 ① 円 ② 円 ③ 円 ご

東
京

参 加 費 ：① 30,000円 ② 20,000円 ③ 10,000円 ※下記の参加費区分をご覧ください。

主 催 ：社団法人産業環境管理協会 REACH登録支援センター
協 賛 ：アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）、みずほ情報総研株式会社

テクノヒル株式会社知恵ネット事業部
後 援 ：英国ノース・オブ・イングランド開発公社
※参加費の区分
①一般の方 ②会員 （JAMP会員 産業環境管理協会会員 知恵ネット会員 日本化学工業協会企業会員）

京

開
催

会社名

① 般の方 ②会員 （JAMP会員、産業環境管理協会会員、知恵ネット会員、日本化学工業協会企業会員）
③REACH登録支援ｾﾝﾀｰ 登録等代行契約締結企業及びﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ会員

東 京 会 場 ★ 参 加 申 込 書
★お申込み書を受領次第、確認のメールをお送り致します。３、４日過ぎてもメールが届かない場合は恐れ入りますがお問合せ下さいますようお願い致します。

ご所属

フ リ ガ ナ

ご氏名

会員有無
□ ①（一般） □ ②（会員） □ ③（REACH登録支援ｾﾝﾀｰ会員等）

※恐れ入りますが当日受付へお越し頂く際は、
名刺をお持ち下さいますようお願いいたします。

会員有無
□ ①（ 般） □ ②（会員） □ ③（ 登録支援ｾﾝﾀ 会員等）
※参加費の区分①～③を参考に、「レ」をお入れください。

お支払方法 □ 当日現金にて □ 請求書払い
※請求書払いの方へはご請求書を下記ご住所宛てにお送りいたします。当日払いの方へは領収書をご用意させて頂きます。

住所
〒

住所

ＴＥＬ

Ｅ－ｍａｉｌ

※個人情報の取扱いについては 社団法人産業環境管理協会の個人情報保護基本規定に基づき 安全かつ適正に管理いたします

※受領確認のメールをお送り致しますので
恐れ入りますが必ずご記入ください。

会場案内図 ／ お問合せ先

社団法人産業環境管理協会
REACH登録支援センター
TEL：03‐5209‐7709 / FAX：03‐5209‐7706
E‐mail： reach@jemai.or.jp

※個人情報の取扱いについては、社団法人産業環境管理協会の個人情報保護基本規定に基づき、安全かつ適正に管理いたします。

〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関３－３－３
★東京メトロ
銀座線・虎ノ門駅 6 番出口より徒歩5 分
千代田線・日比谷線・丸ノ内線 霞ヶ関駅13 番出口より徒歩8 分

@j jp
URL： http://www.reachcenter.jp/
担当： 由良／武石


